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２月16日㈪～３月16日㈪
会場：鏡石町勤労青少年ホーム

申告期間

確定申告確定申告をを忘れずに！忘れずに！
令和 7 年分

　

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
を
お
持

ち
な
ら
、
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
や
タ

ブ
レ
ッ
ト
、
パ
ソ
コ
ン
を
使
用
し

て
、
国
税
庁
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
の
「
確

定
申
告
書
等
作
成
コ
ー
ナ
ー
」
か

ら
所
得
税
の
確
定
申
告
書
を
作
成

す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
作
成
し

た
申
告
書
は
、
ｅ
‐
Ｔ
ａ
ｘ
（
国

税
電
子
申
告
・
納
税
シ
ス
テ
ム
）

を
利
用
す
る
こ
と
で
、
都
合
の
良

い
時
間
に
送
信
で
き
る
と
と
も
に
、

マ
イ
ナ
ポ
ー
タ
ル
連
携
に
よ
る
控

除
証
明
書
等
の
自
動
デ
ー
タ
入
力

や
還
付
発
生
時
の
早
期
還
付
が
可

能
と
な
る
な
ど
利
用
す
る
メ
リ
ッ

ト
が
盛
り
だ
く
さ
ん
で
す
。
ぜ
ひ

ご
利
用
く
だ
さ
い
。

　

詳
し
く
は
国
税
庁
の

ｅ
‐
Ｔ
ａ
ｘ
サ
イ
ト
を

ご
覧
く
だ
さ
い
。
▼

　

会
場
へ
の
入
場
に
は
、
整
理
券

が
必
要
と
な
り
ま
す
。
整
理
券
は

L
I
N
E
（
国
税
庁
を
友
だ
ち
登

録
）
に
よ
る
事
前
発
行
と
、
会
場

で
の
当
日
配
布
（
配
布
状
況
に
よ

り
後
日
の
来
場
と
な
る
場
合
あ
り
）

が
あ
り
ま
す
。

　

確
定
申
告
相
談
は
、
令
和
７
年

１
月
か
ら
令
和
７
年
12
月
ま
で
の

収
入
を
申
告
し
て
い
た
だ
く
も
の

で
、
こ
の
内
容
が
令
和
８
年
度
の

町
県
民
税
や
国
民
健
康
保
険
税
な

ど
の
課
税
基
礎
と
な
り
ま
す
。

書
か
な
い
確
定
申
告

（
電
子
申
告
）
が
便
利
で
す

税
務
署
で
の
確
定
申
告

町
で
の
確
定
申
告

　

令
和
７
年
分
所
得
税
等
の
確
定

申
告
書
作
成
会
場
は
、
２
月
16
日

㈪
か
ら
開
設
さ
れ
ま
す
。

●
場
所

　

須
賀
川
市
牡
丹
会
館

　
（
須
賀
川
市
牡
丹
園
68
）

●
開
設
期
間

　

２
月
16
日
㈪
〜
３
月
16
日
㈪

　

９
時
〜
16
時
（
土
日
祝
日
除
く
）

●
申
告
方
法

　

来
場
者
が
ス
マ
ホ
等
を
操
作
し

　

て
作
成

●

町
県
民
税
申
告
が
必
要
な
方

　

令
和
８
年
１
月
１
日
時
点
で
、

鏡
石
町
に
住
所
ま
た
は
居
所
が
あ

り
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る

方
は
町
県
民
税
の
申
告
が
必
要
で

す
。
詳
し
く
は
次
ペ
ー
ジ
フ
ロ
ー

チ
ャ
ー
ト
を
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

①
給
与
収
入
や
公
的
年
金
収
入
の

ほ
か
に
、
農
業
、
営
業
、
不
動
産

な
ど
の
収
入
が
あ
っ
た
方

②
令
和
７
年
中
に
会
社
を
退
職
し
、

年
末
調
整
が
済
ん
で
い
な
い
方

③
生
命
保
険
の
一
時
金
、
満
期
返

戻
金
の
収
入
が
あ
っ
た
方

④
昨
年
中
無
収
入
の
方
や
、
遺
族

年
金
・
障
害
年
金
な
ど
の
非
課
税

年
金
受
給
者
で
税
法
上
の
扶
養
に

な
っ
て
い
な
い
方　
　
　
　

な
ど

収入に
関する
もの

・給与や年金収入のある方は、令和７年分の源泉徴収票
・事業収入（営業、農業等）のある方は、収支内訳書な
ど集計されたもの

控除に
関する
もの

・令和７年中に支払った社会保険料等（国民健康保険税、
国民年金保険料等）の支払証明書または領収書
・一般生命保険料、介護医療保険料、個人年金保険料、
損害保険料（地震保険等）の支払証明書
・障がい者の方は、その事実が確認できる障害者手帳等
・医療費控除等を受ける場合には、医療費控除等の明細
書（人、月ごとに金額を合計したもの）

その他
必要な
もの

・前年以前に生じた損失があり、繰越額がある場合は、
繰越損失額の分かるもの（前年の確定申告書）
・所得税が還付される方は、通帳など銀行名や口座番号
が分かるもの（申告者本人名義のもの）
・本人確認書類、マイナンバーが分かる書類

【申告相談に必要なもの】

●問い合わせ先
　税務町民課　☎ 62-2114　須賀川税務署　☎ 75-2194
　申告会場（申告期間中のみ）　☎ 62-6500　

公的年金以外の収入はありますか（営業・
農業・生命保険の一時金や満期返戻金）

令和8年1月1日現在鏡石町
に住んでいましたか

お勤め先は１か所であり、会社で年
末調整をしていますか

給与以外の所得（農業・不動産・年
金など）がありますか

それらの所得の合計金額は20万円
を超えていますか

給与所得者ですか

令和7年1月1日から令和7年12月
31日までに収入がありましたか
（遺族・障害年金、失業保険などの
　非課税の給付は含めません）

令和8年1月1日現在に住んでいた市区
町村へお問い合わせください

町内に居住している親族の給与の年末
調整や令和7年分の所得申告で配偶者控
除、扶養控除対象者になっていますか

確定申告・町県民税の申告は不要です※

年金以外の所得（営業・農業・雑所得など）の合計金額は20万円を超えていますか

確定申告・町県民税の申告は
不要です※

税証明書の発行や医療・福祉などのサー
ビスを受ける上で必要なことがあります
ので、申告をお勧めします

国民健康保険、介護保険、後期
高齢者医療保険に加入していま
すか

はい

いいえは　い

《凡例》

いいえ

住宅借入金特別控除（初年度）の申
告をしますか

【申告相談日程表】

いいえ

はい

はい

はい

はい

はい

はい

はい

いいえ

いいえ
いいえ

いいえ

いいえ

【申告相談フローチャート】【申告相談フローチャート】
ス
タ
ー
ト
！

はい

はい

いいえ

※申告が不要な方でも、医療費控
除、生命保険料控除等、追加の控
除がある場合、申告をすることで
税金が還付される場合があります

いいえ

お住まいの行政区の割り当て日に来場が難しい場合
は、都合の良い日にご来場ください。

※確定申告期間中に町で受付可能な申告は、令和８年度の確定申告です。過年度（令和７年度（令和６年分）以前分）
の確定申告については、町で申告受付はしていません。
※確定申告は、令和７年分の実状に基づいたものとなります。どのように申告すれば一番税金が安くなるかなどの質問
については、お答えできませんので、予めご了承ください。
※町では住宅借入金等特別控除（初年度）の申告受付はできませんので、該当する方は税務署やスマホ等での電子申告
でのご申告をお願いします。
※確定申告期間中（２月 16日～３月 16日）は、税務町民課では申告相談を受け付けることはできません。
申告に関する相談受付については、確定申告会場（町勤労青少年ホーム内）のみとなります。

月　日 曜日 行政区 月　日 曜日 行政区
2月16日 月 公的年金のみ 3月 2日 月 １区・２区・３区・４区
2月17日 火 仁井田・さかい 3月 3日 火 １区・２区・３区・４区
2月18日 水 仁井田・さかい 3月  4日 水 鏡田・高久田
2月19日 木 久来石・笠石 3月  5日 木 鏡田・高久田
2月20日 金 久来石・笠石 3月  6日 金 鏡田・高久田
2月24日 火 久来石・笠石 3月 9日 月 鏡田・高久田
2月25日 水 久来石・笠石 3月10日 火 成田・豊郷・旭町
2月26日 木 １区・２区・３区・４区 3月11日 水 成田・豊郷・旭町
2月27日 金 １区・２区・３区・４区 3月12日 木 成田・豊郷・旭町

3月13日 金 成田・豊郷・旭町
3月16日 月 予備日

町県民税の確定申告が
必要です。（町での申
告受付となります）

いいえ

はい

いいえ 確定申告が必要です
（町での申告受付が可能です）

町県民税の申告が必要です
（町での申告受付となります）

住宅借入金特別控除（初年度）の申
告をしますか

いいえ

はい

確定申告が必要です
（町での申告受付が可能です）

税務署等での確定申告が必要です（町では申告受付できません）

後
期
高
齢
者
医
療
保
険
に
係
る

医
療
費
に
つ
い
て

　

後
期
高
齢
者
医
療
保
険
に
係
る

医
療
費
の
お
知
ら
せ
（
令
和
７
年

１
月
診
療
分
〜
12
月
診
療
分
）
は
、

令
和
８
年
２
月
下
旬
よ
り
順
次
発

送
を
予
定
し
て
い
ま
す
。
詳
細
に

つ
い
て
は
、
後
期
高
齢
者
医
療
広

域
連
合
コ
ー
ル
セ
ン
タ
ー
ま
で
ご

連
絡
く
だ
さ
い
。

●
問
い
合
わ
せ
先

　

コ
ー
ル
セ
ン
タ
ー

　

０
１
２
０
‐
１
０
１
‐
６
２
２

国税庁 LINE

　スマホとマイナンバ
ーカードをお持ちの方
は必ずご持参ください。
　また、来場前に設定
したパスワードの確認
をお願い
します。

check ‼check ‼


